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特別利益（固定資産売却益）、特別損失（解決金）等の計上に関するお知らせ 

 

当社、2020年 12月期第２四半期（2020 年４月１日～2020 年６月 30日）において、特別利益（固定

資産売却益）、特別損失（解決金）を計上する予定となりましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。また、販売費及び一般管理費で、株式報酬費用を計上する予定です。 

 

記 

 

１．特別利益（固定資産売却益）の内容  

特別利益として固定資産売却益 74百万円を 2020 年 12月期第２四半期に計上する予定となりまし

た。これは、当社取引先への医療機器の売却に伴うものです。 

 

２．特別損失（解決金）の内容 

2020 年４月 24 日開示の「医療法人社団医創会の債務の医療法人社団オルソ・マキシマスによる債務

引受について」に記載する医療法人社団オルソ・マキシマスによる医療法人社団医創会の債務 160百

万円の引き受けに伴って、当社が 2020 年 4 月 28 日に医療法人社団医創会に対して支払った解決金

46.5百万円を 2020年 12月期第２四半期に特別損失として計上する予定となりました。 

 

３．株式報酬費用計上について 

販売費及び一般管理費として、株式報酬費用 450百万円を計上する予定となりました。なお、売上原

価にも 2 百万円計上されています。これは、2020年 4 月 24 日発表の「募集新株予約権（有償ストッ

ク・オプション及び無償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」で付与された有償ストッ

ク・オプション及び無償ストック・オプションに伴い、計上を義務付けられた費用でありますが、現

金の支出などは発生いたしません。 

 

４．業績に与える影響  

上記の特別利益（固定資産売却益）、特別損失（解決金）、株式報酬費用の計上につきまして、９月

４日公表予定の「2020 年 12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に反映される予定です。  

 

  

以 上 


